
 

（新） 作業規程の準則（平成 28 年 3 月 31 日一部改正版） （旧） 作業規程の準則（平成 25 年 3 月 29 日一部改正版） 

第１編 総則 第１編 総  則 

（測量法に基づく手続） 

第６条 計画機関は、法第３９条において読み替えて準用する法第１４条第１項、同条第２項（実施の公示）、

法第２１条（永久標識及び一時標識に関する通知）及び法第２６条（測量標の使用）並びに法第３０条第１

項（測量成果の使用）、法第３６条（計画書についての助言）、法第３７条（公共測量の表示等）及び法第

４０条第１項（測量成果の提出）等の規定による手続を適切に行わなければならない。 

（測量法に基づく手続） 

第６条 計画機関は、法第３９条において読み替えて準用する法第１４条第１項、同条第２項（実施の公

示）、法第２１条（永久標識及び一時標識に関する通知）及び法第２６条（測量標の使用）並びに法第３

０条第１項（測量成果の使用）、法第３６条（計画書についての助言）、法第３７条（公共測量の表示）

及び法第４０条第１項（測量成果の提出）等の規定による手続を適切に行わなければならない。 

（基盤地図情報） 

第８条 この準則において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３

号。以下「基本法」という。）第２条第３項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基

準に関する省令（平成１９年国土交通省令第７８号。以下「項目及び基準に関する省令」という。）の規

定を満たす位置情報をいう。 

２ （略） 

（基盤地図情報） 

第８条 この準則において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３

号。以下「基本法」という。）第２条第３項に基づく基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たす

べき基準に関する省令（平成１９年国土交通省令第７８号。以下「項目及び基準に関する省令」とい

う。）の規定を満たす位置情報をいう。 

２ （略） 

（測量成果等の提出） 

第１６条  （略） 

２ （略） 

３ 第３編及び第４編を適用して行う地形測量及び写真測量及び応用測量において得られる測量成果であっ

て、基盤地図情報に該当するものは、第３編第１０章の規定を適用するものとする。 

４～６ （略） 

（測量成果等の提出） 

第１６条  （略） 

２ （略） 

３ 第３編及び第４編を適用して行う地形測量及び写真測量及び応用測量において得られる測量成果であっ

て、基盤地図情報に該当するものは、第３編第９章の規定を適用するものとする。 

４～６ （略） 

第２編 基準点測量 第２編 基準点測量 

第１章 通  則 第１章 通  則 

第１節 要 旨 第１節 要 旨 

（基準点測量の区分） 

第１９条  （略） 

２ 基準点は、基準点測量によって設置される狭義の基準点（以下「基準点」という。）と水準測量によっ

て設置される水準点とに区分するものとする。 

（基準点測量の区分） 

第１９条  （略） 

２ 基準点は、水準測量を除く狭義の基準点測量によって設置される狭義の基準点（以下「基準点」とい

う。）と水準測量によって設置される水準点とに区分するものとする。 

第２節 製品仕様書の記載事項 第２節 製品仕様書の記載事項 

（製品仕様書） 

第２０条 製品仕様書は当該基準点測量又は水準測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データ内容及び構

造、参照系、データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。 

（製品仕様書） 

第２０条 製品仕様書は当該基準点測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データ内容及び構造、参照系、

データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。 

第２章 基準点測量 第２章 基準点測量 

第１節 要 旨 第１節 要 旨 

（要 旨） 

第２１条  （略） 

（要 旨） 

第２１条  （略） 



２・３ （略） 

４ ＧＮＳＳとは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称をいい、ＧＰＳ、

準天頂衛星システム、ＧＬＯＮＡＳＳ、Ｇａｌｉｌｅｏ等の衛星測位システムがある。ＧＮＳＳ測量におい

ては、ＧＰＳ、準天頂衛星システム及びＧＬＯＮＡＳＳを適用する。なお、準天頂衛星は、ＧＰＳ衛星と同

等の衛星として扱うことができるものとし、これらの衛星をＧＰＳ・準天頂衛星と表記する。 

２・３ （略） 

４ ＧＮＳＳとは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称で、ＧＰＳ、ＧＬＯ

ＮＡＳＳ、Ｇａｌｉｌｅｏ及び準天頂衛星システム等の衛星測位システムがある。ＧＮＳＳ測量においては、

ＧＰＳ、ＧＬＯＮＡＳＳ及び準天頂衛星システムを適用する。なお、準天頂衛星システムは、ＧＰＳと同等

のものとして扱うことができる。 

（既知点の種類等） 

第２２条 （略） 

２ 基本測量又は前項の区分によらない公共測量により設置した既設点を既知点として用いる場合は、当該

既設点を設置した測量が前項のどの区分に相当するかを特定の上、前項の規定に従い使用することができ

る。 
３ １級基準点測量及び２級基準点測量においては、既知点を電子基準点（付属標を除く。以下同じ。）のみ

とすることができる。この場合、既知点間の距離の制限は適用しない。ただし、既知点とする電子基準点

は、作業地域近傍のものを使用するものとする。 

４ （略） 

（既知点の種類等） 

第２２条 （略） 

２ 前項の区分によらず、基本測量又は公共測量により設置した既知点を用いる場合は、当該既知点がどの

区分に該当するかを特定の上、前項の基準に従い既知点として使用することができる。 

 

３ １級基準点測量においては、既知点を電子基準点（付属標を除く。以下同じ。）のみとすることができ

る。この場合、既知点間の距離の制限は適用しない。ただし、既知点とする電子基準点は、作業地域に最

も近い２点以上を使用するものとする。 

４ （略） 

（基準点測量の方式） 

第２３条 （略） 

一・二 （略） 

２ 結合多角方式の作業方法は、次表を標準とする。 

 

 

       区 分       

 項 目  
１級基準点測量 ２級基準点測量 ３級基準点測量 ４級基準点測量 

結 

合 

多 

角 

方 

式 
 

１個の多角網にお

け る 既 知 点 数 

 
 （端数切上げ） ３点以上 

電子基準点のみを既知点とする場合は

２点以上とする。 

 

――― ――― 

単位多角形の辺数 10 辺以下 12 辺以下 ――― ――― 

路 線 の 辺 数 

５辺以下 ６辺以下 

７辺以下 
10 辺以下 

（15 辺以下） 

伐採樹木及び地形の状況等によって

は､計画機関の承認を得て辺数を増や

すことができる。 

節 点 間 の 距 離 250ｍ以上 150ｍ以上 70ｍ以上 20ｍ以上 

路  線  長 

３km 以下 ２km 以下 

１km 以下 
500ｍ以下 

（700ｍ以下） 
ＧＮＳＳ測量機を使用する場合は５km

以下とする。ただし、電子基準点のみ

（基準点測量の方式） 

第２３条 （略） 

一・二 （略） 

２ 結合多角方式の作業方法は、次表を標準とする。 

 

 

       区 分       

 項 目  
１級基準点測量 ２級基準点測量 ３級基準点測量 ４級基準点測量 

結 

合 

多 

角 

方 

式 
 

１個の多角網にお

け る 既 知 点 数 

 
 （端数切上げ） ３点以上 

ただし、電子基準点

のみを既知点とす

る場合はこの限り

でない。 

――― ――― ――― 

単位多角形の辺数 10 辺以下 12 辺以下 ――― ――― 

路 線 の 辺 数 

５辺以下 ６辺以下 

７辺以下 10 辺以下 
伐採樹木及び地形の状況等によって

は､計画機関の承認を得て辺数を増や

すことができる。 

節 点 間 の 距 離 250ｍ以上 150ｍ以上 70ｍ以上 20ｍ以上 

路  線  長 

３km 以下 ２km 以下 

１km 以下 500ｍ以下 ＧＮＳＳ測量機を使用する場合は５km

以下とする。 

以上
５

新点数
２ 以上

５

新点数
２



を既知点とする場合はこの限りでな

い。 

偏心距離の制限 

Ｓ／ｅ≧６  Ｓ：測点間距離 

ｅ：偏心距離  

電子基準点のみを既知点とする場合は、Ｓを新点間の距離とし、新点を１

点設置する場合の偏心距離は、この式によらず 100ｍ以内を標準とする。        

路 線 図 形 

多角網の外周路線に属する新点は､外

周路線に属する隣接既知点を結ぶ直線

から外側 40 ﾟ以下の地域内に選点する

ものとし、路線の中の夾角は､60 ﾟ以上

とする｡ただし､地形の状況によりやむ

を得ないときは､この限りでない｡ 

同   左 

50 ﾟ以下 

 

同   左 

60 ﾟ以上 

平 均 次 数 ――― ――― 
簡易水平網平均計算を行う場合は

平均次数を２次までとする｡ 

備      考 

１．「路線」とは、既知点から他の既知点まで、既知点から交点まで又は

交点から他の交点までをいう。 

２．「単位多角形」とは、路線によって多角形が形成され、その内部に路

線をもたない多角形をいう。 

３．３～４級基準点測量において、条件式による簡易水平網平均計算を行

う場合は､方向角の取付を行うものとする。 

４．４級基準点測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一～

四等三角点、１級基準点、２級基準点や電子基準点を既知点とし、か

つ、第３５条第２項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線

長について（ ）内を標準とすることができる。 

 

３ 単路線方式の作業方法は、次表を標準とする。 

       区 分       

 項 目  
１級基準点測量 ２級基準点測量 ３級基準点測量 ４級基準点測量 

単 

路 

線 

方 

式 

方向角の取付 
既知点の１点以上において方向角の取付を行う｡ただし､ＧＮＳＳ測量機を使用

する場合は､方向角の取付は省略する。 

路 線 の 辺 数 ７辺以下 ８辺以下 10 辺以下 
15 辺以下 

（20 辺以下） 

新 点 の 数 ２点以下 ３点以下 ――― ――― 

路 線 長 

５km 以下 ３km 以下 

1.5km 以下 
700ｍ以下 

（1km 以下） 
電子基準点のみを既知点とする場合はこ

の限りでない。 

ただし、電子基準

点のみを既知点と

する場合はこの限

りでない。 

――― 

偏心距離の制限 
        Ｓ／ｅ≧６  

       Ｓ：測点間距離   ｅ：偏心距離  

路 線 図 形 

多角網の外周路線に属する新点は､外

周路線に属する隣接既知点を結ぶ直線

から外側 40 ﾟ以下の地域内に選点する

ものとし、路線の中の夾角は､60 ﾟ以上

とする｡ただし､地形の状況によりやむ

を得ないときは､この限りでない｡ 

同   左 

50 ﾟ以下 

 

同   左 

60 ﾟ以上 

平 均 次 数 ――― ――― 
簡易水平網平均計算を行う場合は

平均次数を２次までとする｡ 

備      考 

１．「路線」とは、既知点から他の既知点まで、既知点から交点まで又は

交点から他の交点までをいう。 

２．「単位多角形」とは、路線によって多角形が形成され、その内部に路

線をもたない多角形をいう。 

３．３～４級基準点測量において、条件式による簡易水平網平均計算を行

う場合は､方向角の取付を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

３ 単路線方式の作業方法は、次表を標準とする。 

       区 分       

 項 目  
１級基準点測量※ ２級基準点測量※ ３級基準点測量 ４級基準点測量 

単 

路 

線 

方 

式 

方向角の取付 
既知点の１点以上において方向角の取付を行う｡ただし､ＧＮＳＳ測量機を使用

する場合は､方向角の取付は省略する。 

路 線 の 辺 数 ７辺以下 ８辺以下 10 辺以下 15 辺以下 

新 点 の 数 ２点以下 ３点以下 ――― ――― 

路 線 長 ５km以下 ３km 以下 1.5km 以下 700m 以下 



路 線 図 形 

新点は､両既知点を結ぶ直線から両側 40 ﾟ

以下の地域内に選点するものとし、路線

の中の夾角は､60 ﾟ以上とする｡ただし､地

形の状況によりやむを得ないときは､この

限りでない｡ 

同   左 

50 ﾟ以下 

 

同   左 

60 ﾟ以上 

準 用 規 定 

節点間の距離､偏心距離の制限､平均次数､路線の辺数の制限緩和及びＧＮＳＳ測

量機を使用する場合の路線長の制限緩和は、結合多角方式の各々の項目の規定

を準用する｡ 

備      考 

１．１級基準点測量、２級基準点測量は、やむを得ない場合に限り単路線方式

により行うことができる。 

２． ４級基準点測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一～四等

三角点、１級基準点、２級基準点や電子基準点を既知点とし、かつ、第３５

条第２項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について

（ ）内を標準とすることができる。 

  

路 線 図 形 

新点は､両既知点を結ぶ直線から両側 40 ﾟ

以下の地域内に選点するものとし、路線

の中の夾角は､60 ﾟ以上とする｡ただし､地

形の状況によりやむを得ないときは､この

限りでない｡ 

同   左 

50 ﾟ以下 

 

同   左 

60 ﾟ以上 

準 用 規 定 
節点間の距離､偏心距離の制限､平均次数､路線の辺数制限緩和及びＧＮＳＳ測量

機を使用する場合の路線図形は、結合多角方式の各々の項目の規定を準用する｡ 

備      考 ※ やむを得ず単路線方式を行う場合に限る。 

 

 

第３節  選 点 第３節  選 点 

（要 旨） 

第２６条  本章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点（電子基準点を除く。）の

現況を調査するとともに、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。 

（要 旨） 

第２６条  本章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点の現況を調査するとともに、

新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。 

第４節  測量標の設置 第４節  測量標の設置 

（要 旨） 

第３１条  本章において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識等を設ける作業をいう。 

（要 旨） 

第３１条  本章において「測量標の設置」とは、新点の位置に永久標識を設ける作業をいう。 

（永久標識の設置） 

第３２条 新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書（法第３９条で読み替

える法第２１条第１項に基づき通知する文書をいう。以下同じ。）を作成するものとする。 

２～５ （略） 

（永久標識の設置） 

第３２条 新点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書（法第３９条で読み替え

る法第２１条第１項に基づき通知する文書をいう。以下同じ。）を作成するものとする。 

２～５ （略） 

（点の記の作成） 

第３３条  （略） 

２ 電子基準点のみを既知点として設置した永久標識は、点の記の備考欄に「電子基準点のみを既知点とし

た基準点」と記入するものとする。 

（点の記の作成） 

第３３条  （略） 

（新規） 

第５節  観 測 第５節  観 測 

（機 器） 

第３５条 （略） 

２ ４級基準点測量において、第２３条第２項の路線の辺数１５辺以下、路線長７００メートル以下又は同

条第３項の路線の辺数２０辺以下、路線長１キロメートル以下を適用する場合は、前項の規定によらず、

次のいずれかの機器を使用して行うものとする。 
 一 ２級以上の性能を有するトータルステーション 

 二 ２級以上の性能を有するＧＮＳＳ測量機 

（機 器） 

第３５条 （略） 

（新規） 



 三 ２級以上の性能を有するセオドライト及び測距儀 
（観測の実施） 

第３７条  （略） 

２ （略） 

一 ＴＳ等観測の方法は、次表のとおりとする。ただし、水平角観測において、目盛変更が不可能な機器

は、１対回の繰り返し観測を行うものとする。 

（表略） 

 イ～リ （略） 

二 ＧＮＳＳ観測は、次により行うものとする。 

イ 観測距離が１０キロメートル以上の観測は、１級ＧＮＳＳ測量機により２周波で行う。ただし、２

級ＧＮＳＳ測量機を使用する場合には、観測距離を１０キロメートル未満になるよう節点を設け行うこ

とができる。 

ロ 観測距離が１０キロメートル未満の観測は、２級以上の性能を有するＧＮＳＳ測量機により１周波

で行う。ただし、１級ＧＮＳＳ測量機による場合は２周波で行うことができる。 

ハ ＧＮＳＳ観測の方法は、次表を標準とする。 

 

観 測 方 法 観測時間 データ取得間隔 摘    要 

ス タ テ ィ ッ ク 法  

120 分以上 30 秒以下 １～２級基準点測量（10km 以上）  

60 分以上 30 秒以下 
１～２級基準点測量（10km 未満）

３ ～ ４ 級 基 準 点 測 量 

短縮スタティック法 20 分以上 15 秒以下 ３ ～ ４ 級 基 準 点 測 量 

キネマティック法  10 秒以上※１ ５秒以下 ３ ～ ４ 級 基 準 点 測 量 

ＲＴＫ法 ※３ 10 秒以上※２ １秒 ３ ～ ４ 級 基 準 点 測 量 

ネットワーク型ＲＴＫ法 

※３ 
10 秒以上※２ １秒 ３ ～ ４ 級 基 準 点 測 量 

備 考 

（削除） 

 

 

※１ １０エポック以上のデータが取得できる時間とする。 

※２ ＦＩＸ解を得てから１０エポック以上のデータが取得できる時間と

する。 

※３ 後処理で解析を行う場合も含めるものとする。 

 

 

ニ 観測方法による使用衛星数は、次表を標準とする。 

 

（観測の実施） 

第３７条  （略） 

２   （略） 

一 ＴＳ等の観測及び観測方法は、次表のとおりとする。ただし、水平角観測において、目盛変更が不可

能な機器は、１対回の繰り返し観測を行うものとする。 

（表略） 

 イ～リ （略） 

二 ＧＮＳＳ観測は、干渉測位方式で行う。 

（新規） 

 

 

（新規） 

 

イ ＧＮＳＳ測量機を用いる観測方法は、次表を標準とする。 

 

観 測 方 法 観測時間 データ取得間隔 摘    要 

ス タ テ ィ ッ ク 法  

120 分以上 30 秒以下 １級基準点測量（10km 以上※１）  

60 分以上 30 秒以下 
１級基準点測量（10km 未満）

２ ～ ４ 級 基 準 点 測 量 

短縮スタティック法 20 分以上 15 秒以下 ３ ～ ４ 級 基 準 点 測 量 

キネマティック法  10 秒以上※２ ５秒以下 ３ ～ ４ 級 基 準 点 測 量 

Ｒ Ｔ Ｋ 法  10 秒以上※３ １秒 ３ ～ ４ 級 基 準 点 測 量 

ネ ッ ト ワ ー ク 型 

Ｒ Ｔ Ｋ 法  
10 秒以上※３ １秒 ３ ～ ４ 級 基 準 点 測 量 

備 考 

※１ 観測距離が１０㎞以上の場合は、１級ＧＮＳＳ測量機により２周波

による観測を行う。ただし、節点を設けて観測距離を１０㎞未満にす

ることで、２級ＧＮＳＳ測量機により観測を行うこともできる。 

※２ １０エポック以上のデータが取得できる時間とする。 

※３ ＦＩＸ解を得てから１０エポック以上のデータが取得できる時間と

する。 

 

 

 

ロ 観測方法による使用衛星数は、次表を標準とする。 

 



           観測方法 

 

 

ＧＮＳＳ衛星の組合せ 

スタティック法 

短縮スタティック法 

キネマティック法 

ＲＴＫ法 

ネットワーク型ＲＴＫ法 

ＧＰＳ・準天頂衛星 ４衛星以上 ５衛星以上 

ＧＰＳ・準天頂衛星 

及びＧＬＯＮＡＳＳ衛星 
５衛星以上 ６衛星以上 

摘  要 

１．ＧＬＯＮＡＳＳ衛星を用いて観測する場合は、ＧＰＳ・準天頂衛星及びＧＬＯＮ

ＡＳＳ衛星を、それぞれ２衛星以上を用いること。 

２．スタティック法による１０㎞以上の観測では、ＧＰＳ・準天頂衛星を用いて観測す

る場合は５衛星以上とし、ＧＰＳ・準天頂衛星及びＧＬＯＮＡＳＳ衛星を用いて観

測する場合は６衛星以上とする。 

 

ホ～チ （略） 

リ （略） 

（１）～（３） （略） 

   （４） 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測は、既知点及び新点を結合する多角路線が 

      閉じた多角形となるように形成させ、次のいずれかにより行うものとする。 

   （ⅰ）異なるセッションの組み合わせによる点検のための多角形を形成し、観測を行う。 

   （ⅱ）（略） 

   （５） 電子基準点のみを既知点とする場合の観測は、使用する全ての電子基準点で他の１つ以上      

の電子基準点と結合する路線を形成させ、行うものとする。電子基準点間の結合の点検路線      

に含まれないセッションについては（４）の（ⅰ）又は（ⅱ）によるものとする。 

（６） （略） 

ヌ・ル （略） 

ヲ ネットワーク型ＲＴＫ法は、配信事業者（国土地理院の電子基準点網の観測データ配信を受けてい

る者、又は３点以上の電子基準点を基に、測量に利用できる形式でデータを配信している者をいう。

以下同じ。）で算出された補正データ等又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移

動局で受信すると同時に、移動局でＧＮＳＳ衛星からの信号を受信し、移動局側において即時に解析

処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動して移動局の位置を即時に求める観

測方法である。 

観測終了後に配信事業者から補正データ等又は面補正パラメータを取得することで、後処理により

解析処理を行うことができるものとする。なお、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接

観測法による。 

（１）・（２） （略） 

（削除） 

三 （略） 

           観測方法 

 

 

ＧＮＳＳ衛星の組合せ 

スタティック法 

短縮スタティック法 

キネマティック法 

ＲＴＫ法 

ネットワーク型ＲＴＫ法 

ＧＰＳ衛星 ４衛星以上 ５衛星以上 

ＧＰＳ衛星及びＧＬＯＮＡＳＳ衛星 ５衛星以上 ６衛星以上 

摘  要 

①ＧＬＯＮＡＳＳ衛星を用いて観測する場合は、ＧＰＳ衛星及びＧＬＯＮＡＳＳ衛星

を、それぞれ２衛星以上を用いること。 

②スタティック法による１０㎞以上の観測では、ＧＰＳ衛星を用いて観測する場合は

５衛星以上とし、ＧＰＳ衛星及びＧＬＯＮＡＳＳ衛星を用いて観測する場合は６衛

星以上とする。 

 

ハ～ヘ （略） 

ト （略） 

（１）～（３） （略） 

（４） 電子基準点のみを既知点として使用する以外の観測は、既知点及び新点を結合する多角路線

が閉じた多角形を形成させ、次のいずれかにより行うものとする。 

（ⅰ） 異なるセッションの組み合わせによる点検のための多角形を形成する。 

      （ⅱ） （略） 

（新規） 

 

 

（５） （略） 

チ・リ （略） 

ヌ ネットワーク型ＲＴＫ法は、配信事業者（国土地理院の電子基準点網の観測データ配信を受けてい

る者又は、３点以上の電子基準点を基に、測量に利用できる形式でデータを配信している者をいう。

以下同じ。）で算出された補正データ等又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移

動局で受信すると同時に、移動局でＧＮＳＳ衛星からの信号を受信し、移動局側において即時に解析

処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動して移動局の位置を即時に求める観

測方法である。 

配信事業者からの補正データ等又は面補正パラメータを通信状況により取得できない場合は、観測

終了後に解析処理を行うことができる。なお、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観

測法による。 

（１）・（２） （略） 

（３） ３級～４級基準点測量は、直接観測法又は間接観測法により行うものとする。 

三 （略） 

 



第６節  計 算 第６節  計 算 

（要 旨） 

第４０条  本章において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、次の各号により行うものとす

る。 

一 （略） 

 二 ジオイド高は、次の方法により求めた値とする。 

イ 国土地理院が提供するジオイド・モデルから求める。 

   ロ イのジオイド・モデルが構築されていない地域においては、ＧＮＳＳ観測と水準測量等で求めた局

所ジオイド・モデルから求める。 

三 （略） 

（要 旨） 

第４０条  本章において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、次に定めるところにより行う

ものとする。 

一 （略） 

 二 ジオイド高は、次の方法により求めた値とする。 

イ 国土地理院が提供するジオイドモデルから求める方法 

   ロ イのジオイドモデルが構築されていない地域においては、ＧＮＳＳ観測と水準測量等で求めた局所

ジオイドモデルから求める方法 

三 （略） 

（計算の方法等） 

第４１条  計算は、付録６の計算式、又はこれと同精度若しくはこれを上回る精度を有することが確認できる

場合は、当該計算式を使用することができるものとする。 

２・３ （略） 

４  ＧＮＳＳ観測における基線解析では、次の各号により実施することを標準とする。 

一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。 

 

        区 分 

 項 目 
基線ベクトル成分 

単 位 ｍ 

位 0.001 

 

 二～四 （略） 

五 基線解析は、基線長が１０キロメートル以上の場合は２周波で行うものとし、基線長が１０キロメート

ル未満の場合は１周波又は２周波で行うものとする。 

六 基線解析の固定点の経度と緯度は、成果表の値（以下「元期座標」という。）又は国土地理院が提供す

る地殻変動補正パラメータを使用してセミ・ダイナミック補正を行った値（以下「今期座標」という。）

とする。なお、セミ・ダイナミック補正に使用する地殻変動補正パラメータは、測量の実施時期に対応し

たものを使用するものとする。以後の基線解析は、固定点の経度と緯度を用いて求められた経度と緯度を

順次入力するものとする。 

七 基線解析の固定点の楕円体高は、成果表の標高とジオイド高から求めた値とし、元期座標又は今期座標

とする。ただし、固定点が電子基準点の場合は、成果表の楕円体高（元期座標）又は今期座標とする。以

後の基線解析は、固定点の楕円体高を用いて求められた楕円体高を順次入力するものとする。 

八 基線解析に使用するＧＮＳＳ測量機の高度角は、観測時に設定した受信高度角とする。 

（計算の方法等） 

第４１条  計算は、付録６の計算式、又はこれと同精度若しくはこれを上回る精度を有することが確認できる

場合は、当該計算式を使用することができる。 

２・３ （略） 

４  ＧＮＳＳ観測における基線解析では、以下により実施することを標準とする。 

一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。 

 

        区 分 

 項 目 
単 位 位 

基線ベクトル成分 ｍ 0.001 

 

 

 二～四 （略） 

五 スタティック法による基線解析では、基線長が１０キロメートル未満は１周波で行うことを標準とし、

１０キロメートル以上は２周波で行うものとする。 

六 基線解析の固定点の経度と緯度は、固定点とする既知点の経度と緯度を入力し、楕円体高は、その点の

標高とジオイド高から求めた値を入力する。以後の基線解析は、これによって求められた値を順次入力す

るものとする。 

 

 

（新規） 

 

 

七 基線解析に使用するＧＮＳＳ測量機の高度角は、観測時に設定した受信高度角とする。 

（点検計算及び再測） 

第４２条  点検計算は、観測終了後、次の各号により行うものとする。点検計算の結果、許容範囲を超えた場

合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。 

一 （略） 

（点検計算及び再測） 

第４２条  点検計算は、観測終了後に行うものとする。ただし、許容範囲を超えた場合は、再測を行う等適切

な措置を講ずるものとする。 

一 （略） 



イ （略） 

ロ ＴＳ等による点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。 

 

      区 分 

項 目 
１級基準点測量 ２級基準点測量 ３級基準点測量 ４級基準点測量 

・
単
路
線 

結
合
多
角 

水平位置の 

閉 合 差 
       

標 高 の 

閉 合 差 
    

多
角
形 

単 

位 

水平位置の 

閉 合 差 
        

標 高 の 

閉 合 差 
        

標高差の正反較差 300mm 200mm 150mm 100mm 

備 考 Ｎは辺数、ΣＳは路線長（km単位）とする。 

二 （略） 

イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測 

（１）観測値の点検は、全てのセッションについて、次のいずれかの方法により行うものとする。 

 （ⅰ）異なるセッションの組み合わせによる最少辺数の多角形を選定し、基線ベクトルの環閉合差

を計算する。 

 （ⅱ）異なるセッションで重複する基線ベクトルの較差を比較点検する。  

 

 

（２） 点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。 

 環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲 

  区   分 許容範囲 備    考 

基線ベクトルの

環閉合差 

水平（ΔＮ、ΔＥ）   20mm  Ｎ ：辺数 

ΔＮ：水平面の南北成分の閉合差又は較差 

ΔＥ：水平面の東西成分の閉合差又は較差 

ΔＵ：高さ成分の閉合差又は較差 

高さ（ΔＵ）   30mm 

重複する基線ベ

クトルの較差 

水平（ΔＮ、ΔＥ） 20mm 

高さ（ΔＵ） 30mm 

ロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測 

（１）点検計算に使用する既知点の経度と緯度及び楕円体高は、今期座標とする。 

（２）観測値の点検は、次の方法により行うものとする。 

（ⅰ）電子基準点間の結合の計算は、最少辺数の路線について行う。ただし、辺数が同じ場合は路線長

が最短のものについて行う。 

（ⅱ）全ての電子基準点は、１つ以上の点検路線で結合させるものとする。  

 （ⅲ）結合の計算に含まれないセッションについては、イ（１）の（ⅰ）又は（ⅱ）によるものとする。 

イ （略） 

ロ ＴＳ等による点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。 

 

      区 分 

項 目 
１級基準点測量 ２級基準点測量 ３級基準点測量 ４級基準点測量 

・
単
路
線 

結
合
多
角 

水平位置の 

閉 合 差 
       

標 高 の 

閉 合 差 
    

多
角
形 

単 

位 

水平位置の 

閉 合 差 
        

標 高 の 

閉 合 差 
        

標高差の正反較差 300mm 200mm 150mm 100mm 

備 考 Ｎは辺数、ΣＳは路線長（km）とする。 

二 （略） 

イ 観測値の点検は、次のいずれかの方法により行うものとする。 

（１） 点検路線は、異なるセッションの組み合わせによる最少辺数の多角形を選定し、基線ベクト

ルの環閉合差を計算する方法 

 

（２） 重複する基線ベクトルの較差を比較点検する方法  

（３） 既知点が電子基準点のみの場合は、２点の電子基準点を結合する路線で、基線ベクトル成分

の結合計算を行い点検する方法  

ロ 点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。 

（１） 環閉合差及び各成分の較差の許容範囲 

  区   分 許容範囲 備    考 

基線ベクトルの

環閉合差 

水平（ΔＮ、ΔＥ）   20mm  Ｎ ：辺数 

ΔＮ：水平面の南北方向の閉合差又は較差 

ΔＥ：水平面の東西方向の閉合差又は較差 

ΔＵ：高さ方向の閉合差又は較差 

高さ（ΔＵ）   30mm 

重複する基線ベ

クトルの較差 

水平（ΔＮ、ΔＥ） 20mm 

高さ（ΔＵ） 30mm 

 

 

 

 

 

 

 

ΣＳＮ30mm100mmΣＳＮ20mm100mm ΣＳＮ50mm150mm ΣＳＮ100mm150mm

Ｎ300mmΣＳ/200mmＮ150mmΣＳ/200mmＮ100mmΣＳ/200mmＮ0mmΣＳ/200mm 5

ΣＳＮ15mm ΣＳＮ25mm ΣＳＮ50mmΣＳＮ10mm

Ｎ100mmΣＳ/Ｎ0mmΣＳ/5 Ｎ150mmΣＳ/ Ｎ300mmΣＳ/

Ｎ

Ｎ

ΣＳＮ30mm100mmΣＳＮ20mm100mm ΣＳＮ50mm150mm ΣＳＮ100mm150mm

Ｎ300mmΣＳ/200mmＮ150mmΣＳ/200mmＮ100mmΣＳ/200mmＮ0mmΣＳ/200mm 5

Ｎ100mmΣＳ/Ｎ0mmΣＳ/5 Ｎ150mmΣＳ/ Ｎ300mmΣＳ/

ΣＳＮ15mm ΣＳＮ25mm ΣＳＮ50mmΣＳＮ10mm

Ｎ

Ｎ



（３）点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。 

 （ⅰ）電子基準点間の閉合差の許容範囲 

  区    分  許 容 範 囲 備    考 

結合多角 

又は単路線 

水平（ΔＮ、Δ

Ｅ） 

 

 

 Ｎ ：辺数 

ΔＮ：水平面の南北成分の閉合差 

高さ（ΔＵ） 
 

 

ΔＥ：水平面の東西成分の閉合差 

ΔＵ：高さ成分の閉合差 

 （ⅱ）環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲は、イ（２）の規定を準用する。 

２ 点検計算の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。 

（２） 電子基準点のみの場合の許容範囲 

 

  区    分  許 容 範 囲 備    考 

結合多角 

又は単路線 

水平（ΔＮ、Δ

Ｅ） 

 

 

 Ｎ ：辺数 

ΔＮ：水平面の南北方向の閉合差 

高さ（ΔＵ） 
 

 

ΔＥ：水平面の東西方向の閉合差 

ΔＵ：高さ方向の閉合差 

 

（新規） 

（平均計算） 

第４３条  平均計算は、次により行うものとする。 

２ 既知点１点を固定するＧＮＳＳ測量機による場合の仮定三次元網平均計算は、閉じた多角形を形成さ

せ、次の各号により行うものとする。ただし、電子基準点のみを既知点とする場合は除く。 

一 仮定三次元網平均計算において、使用する既知点の経度と緯度は元期座標とし、楕円体高は成果表の標

高とジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点の楕円体高は、成果表の楕円体高とする。 

二・三 （略） 

３ 既知点２点以上を固定する厳密水平網平均計算、厳密高低網平均計算、簡易水平網平均計算、簡易高低

網平均計算及び三次元網平均計算は、平均図に基づき行うものとし、平均計算は次の各号により行うもの

とする。 

一 （略） 

イ （略） 
ロ 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算を行う場合、方向角については各路線の観測点数の逆数

、水平位置及び標高については、各路線の距離の総和（０.０１キロメートル位までとする。）の逆数を

重量（Ｐ）とする。 

ハ 厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。 

       区 分    

 項 目 
１級基準点測量 ２級基準点測量 ３級基準点測量 ４級基準点測量 

一 方 向 の 残 差 12″ 15″ ――― ――― 

距 離 の 残 差 80mm 100mm ――― ――― 

水平角の単位重量当た

りの標準偏差 
10″ 12″ 15″ 20″ 

新点位置の標準偏差 100mm 100mm 100mm 100mm 

高 低 角 の 残 差 15″ 20″ ――― ――― 

高低角の単位重量当た

りの標準偏差 
12″ 15″ 20″ 30″ 

新点標高の標準偏差 200mm 200mm 200mm 200mm 

 

（平均計算） 

第４３条  平均計算は、次のとおり行うものとする。 

２ 既知点１点を固定するＧＮＳＳ測量機による場合の仮定三次元網平均計算は、次のとおり行うものとす

る。ただし、既知点が電子基準点のみの場合は省略することができる。 

（新規） 

 

一・二 （略） 

３ 既知点２点以上を固定する厳密水平網平均計算、厳密高低網平均計算、簡易水平網平均計算、簡易高低

網平均計算及び三次元網平均計算は、平均図に基づき行うものとし、平均計算は次のとおり行うものとす

る。 

一 （略） 

イ （略） 
ロ 厳密水平網平均計算の重量（Ｐ）はイを用い、簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算を行う場

合、方向角については各路線の観測点数の逆数、水平位置及び標高については、各路線の距離の総和（

０.０１キロメートル位までとする。）の逆数を重量（Ｐ）とする。 

ハ 厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。 

       区 分    

 項 目 
１級基準点測量 ２級基準点測量 ３級基準点測量 ４級基準点測量 

一 方 向 の 残 差 12″ 15″ ――― ――― 

距 離 の 残 差 80mm 100mm ――― ――― 

単位重量の標準偏差 10″ 12″ 15″ 20″ 

新点位置の標準偏差 100mm 100mm 100mm 100mm 

高 低 角 の 残 差 15″ 20″ ――― ――― 

高 低 角 の 標 準 偏 差 12″ 15″ 20″ 30″ 

新点標高の標準偏差 200mm 200mm 200mm 200mm 

 

 

Ｎ60mm＋20mm

Ｎ150mm＋30mm

Ｎ60mm＋20mm

Ｎ150mm＋30mm



ニ （略） 

二 （略） 
イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測 
（１）三次元網平均計算において、使用する既知点の経度と緯度は元期座標とし、楕円体高は成果表の

標高とジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点の楕円体高は、成果表の楕円体高とす

る。 
（２） 新点の標高は、次のいずれかの方法により求めた値とする。 

      （ⅰ）国土地理院が提供するジオイド・モデルにより求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正す

る。 

   （ⅱ）（ⅰ）のジオイド・モデルが構築されていない地域においては、ＧＮＳＳ観測と水準測量等に

より、局所ジオイド・モデルを構築し、求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正する。 
（３）三次元網平均計算の重量（Ｐ）は、前項第二号の規定を準用する。 

（４）三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。 

 （表略） 

 

ロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測 

（１）三次元網平均計算において、使用する既知点の経度と緯度及び楕円体高は今期座標とする。 

（２）新点の経度、緯度、楕円体高は、三次元網平均計算により求めた経度、緯度、楕円体高にセミ・

ダイナミック補正を行った元期座標とする。 

（３）新点の標高決定は、イ（２）の規定を準用する。 

（４）三次元網平均計算の重量（P）は、前項第二号の規定を準用する。 

（５）三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、イ（４）の規定を準用する。 

４ （略） 

５ 平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいと確認されたものを使用するものとする。 

６ （略） 

ニ （略） 

二 （略） 
  イ 新点の標高決定は、次の方法によって求めた値により決定するものとする。 

      （１） 国土地理院が提供するジオイドモデルによりジオイド高を補正する方法 

 

 

     （２） （１）のジオイドモデルが構築されていない地域においては、ＧＮＳＳ観測と水準測量等に

より、局所ジオイドモデルを求めジオイド高を補正する方法 

ロ 三次元網平均計算の重量（Ｐ）は、前項第一号の規定を準用する。 

ハ １級基準点測量において、電子基準点のみを既知点とする場合は、国土地理院が提供する地殻変動

補正パラメータを使用しセミ・ダイナミック補正を行うものとする。なお、地殻変動補正パラメータ

は、測量の実施時期に対応したものを使用するものとする。 

  ニ 三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。 

 （表略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

５ 平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいものと確認されたものを使用するものとする。 

６ （略） 

第７節 品質評価 第７節 品質評価 

（品質評価） 

第４４条 （略） 

２ 作業機関は、品質評価手順に基づき品質評価を実施するものとする。 

３ （略） 

（削除） 

（品質評価） 

第４４条 （略） 

（新規） 

２ （略） 

３ 作業機関は、品質評価手順に基づき品質評価を実施するものとする。 

第８節  成果等の整理 第８節  成果等の整理 

（成果等） 

第４６条  （略） 

一～四 （略） 

 五 基準点成果表 

  六～九 （略） 

 十 精度管理表 

（成果等） 

第４６条  （略） 

一～四 （略） 

五 成果表 

  六～九 （略） 

十 品質評価表及び精度管理表 



  十一 品質評価表 

 十二～十七 （略） 

（新規） 

十一～十六 （略） 

第３章 水準測量 第３章 水準測量 

第１節  要 旨 第１節  要 旨 

（水準測量の方式） 

第５０条  水準測量は、次の方式を標準とする。 

一 （略） 

二 渡海（河）水準測量方式 

測量方法は、観測距離に応じて、次表により行うものとする。 

測 量 方 法 観  測  距  離 
交 互 法 （略） 
経 緯 儀 法 １～４級水準測量は約 1km 以下とする。 
俯 仰 ね じ 法  １～４級水準測量は約 2km 以下とする。 

  

（水準測量の方式） 

第５０条  （略） 

一 （略） 

二 渡海（河）水準測量方式 

測量方法は、観測距離に応じて、次表により行うものとする。 

測 量 方 法 観  測  距  離 
交 互 法 （略） 
経 緯 儀 法 １～２級水準測量は約 1km 以下とする。 
俯 仰 ね じ 法  １～２級水準測量は約 2km 以下とする。 

 

第３節  選 点 第３節  選 点 

（選点図及び平均図等の作成） 

第５７条  新点の位置を選定したときは、その位置及び路線等を地形図に記入し、選点図を作成するものと

する。 

２ 平均図及び水準路線図は、選点図に基づいて作成する。ただし、平均図は計画機関の承認を得るものと

する。 

（選点図及び平均図の作成） 

第５７条  新点の位置を選定したときは、その位置及び路線等を地形図に記入し、選点図を作成するものと

する。 

２ 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。 

 

第４節  測量標の設置 第４節  測量標の設置 

（要 旨） 

第５８条  本章において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識を設ける作業をいう。 

（要 旨） 

第５８条  本章において「測量標の設置」とは、新点の位置に永久標識を設ける作業をいう。 

（永久標識の設置） 

第５９条  新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成するものとす

る。 

２～５ （略） 

６ （略） 

一 （略） 

二 （略） 

イ （略） 

ロ 観測回数及び較差の許容範囲等は、次表を標準とする。 

 

 

 

 

 

使用衛星数 観測回数 データ取得間隔 許容範囲 備     考 

（永久標識の設置） 

第５９条  新点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成するものとす

る。 

２～５ （略） 

６ （略） 

一 （略） 

二 （略） 

イ （略） 

ロ 観測回数及び較差の許容範囲等は、次表を標準とする。 

 

 

 

 

 



５衛星以上 

ＦＩＸ解を得てか

ら１０エポック以

上を２セット 

１ 秒 
ΔＮ 

ΔＥ 
100mm 

ΔＮ：水平面の南北成分のセット間較差 

ΔＥ：水平面の東西成分のセット間較差 

ただし、平面直角座標で比較することが

できる。 

 

 

 三 （略） 

四 水準点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、ＴＳ等により偏心要素を測定するものとす

る。 

使用衛星数 観測回数 
データ取得

間隔 
許容範囲 備     考 

５衛星以上 

ＦＩＸ解を得

てから１０エ

ポック以上を

２セット 

１ 秒 
ΔＮ 

ΔＥ 
100mm 

ΔＮ：水平面の南北方向のセット間較差 

ΔＥ：水平面の東西方向のセット間較差 

ただし、平面直角座標で比較することがで

きる。 

 

 三 （略） 

四 水準点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、ＴＳ等により観測するものとする。 

第５節 観 測 第５節 観 測 

（機 器） 

第６２条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とする。 

 
機    器 性    能 摘     要 

１ 級 レ ベ ル 

別表１による 

１ ～ ４ 級 水 準 測 量 

２ 級 レ ベ ル ２ ～ ４ 級 水 準 測 量 

３ 級 レ ベ ル 
３ ～ ４ 級 水 準 測 量 

簡 易 水 準 測 量  

１ 級 標 尺 １ ～ ４ 級 水 準 測 量 

２ 級 標 尺 ３ ～ ４ 級 水 準 測 量 

１ 級 セ オ ド ラ イ ト １～４級水準測量（渡海） 

１級トータルステーション １～４級水準測量（渡海） 

測 距 儀 １～４級水準測量（渡海） 

水 準 測 量 作 業 用 電 卓  
――― 

――― 

箱  尺 簡 易 水 準 測 量  

 

一・二 （略） 

２ 水準測量作業用電卓は、動作の結果が正しいと確認されたものを使用するものとする。 

（機 器） 

第６２条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とする。 

 
機    器 性    能 摘     要 

１ 級 レ ベ ル 

別表１による 

１ ～ ４ 級 水 準 測 量 

２ 級 レ ベ ル ２ ～ ４ 級 水 準 測 量 

３ 級 レ ベ ル 
３ ～ ４ 級 水 準 測 量 

簡 易 水 準 測 量  

１ 級 標 尺 １ ～ ４ 級 水 準 測 量 

２ 級 標 尺 ３ ～ ４ 級 水 準 測 量 

１ 級 セ オ ド ラ イ ト １～２級水準測量（渡海） 

１級トータルステーション １～２級水準測量（渡海） 

測 距 儀 １～２級水準測量（渡海） 

水 準 測 量 作 業 用 電 卓  
――― 

――― 

箱  尺 簡 易 水 準 測 量  

 

一・二 （略） 

（新規） 

（観測の実施） 

第６４条  観測は、水準路線図に基づき、次に定めるところにより行うものとする。 

２ （略） 

３ （略） 

一 （略） 

二 観測のセット数、読定単位等は、次表を標準とする。 

 

 

 

（観測の実施） 

第６４条  観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。 

２ （略） 

３ （略） 

一 （略） 

二 観測のセット数、読定単位等は、次表を標準とする。 

 

 

 



       測量方法 

項 目 
交 互 法 経緯儀法 俯仰ねじ法 

観 測 距 離（Ｓ） 

（略） 

使 用 機 器 の 性 能  

使 用 機 器 の 数 量  

観  測  条  件  

目 標 板 白 線 の 太 さ 

観 測 時 間 帯  

セ ッ ト 数（ｎ） 

観 測 日 数 

目標（標

尺） 

の読定単位 

自 岸 0.1mm（１mm） １秒 0.1mm（1mm） 

対 岸 １mm 
１秒 

距離１mm 

俯仰ねじ目盛の 

1/10 

計 算 

単 位 

自岸器械高 

（略） 

対岸目標高 

高度定数の較差の 

許 容 範 囲 

距 離 の 測 定  

観 測 方 法 

備   考 

 

４ 新設点の観測は、永久標識の設置後２４時間以上経過してから行うものとする。 

       測量方法 

項 目 
交 互 法 経緯儀法 俯仰ねじ法 

観 測 距 離（Ｓ） 

（略） 

使 用 機 器 の 性 能  

使 用 機 器 の 数 量  

観  測  条  件  

目 標 板 白 線 の 太 さ 

観 測 時 間 帯  

セ ッ ト 数（ｎ） 

観 測 日 数 

目標（標

尺） 

の読定単位 

自 岸 0.1mm（１mm） １秒 0.1mm（1mm） 

対 岸 １mm 
１秒 

距離（１mm） 

俯仰ねじ目盛の 

1/10 

計 算 

単 位 

自岸器械高 

（略） 

対岸目標高 

高度定数の較差の 

許 容 範 囲 

距 離 の 測 定  

観 測 方 法 

備   考 

 

４ 新点の観測は、永久標識の設置後２４時間以上経過してから行うものとする。 

第６節 計 算 第６節 計 算 

（要 旨） 

第６７条  本章において「計算」とは、新点の標高を求めるため、次に定めるところにより行うものとす

る。 

一 標尺補正の計算及び正規正標高補正計算（楕円補正）は、１級水準測量及び２級水準測量について行う。

ただし、１級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算（実測の重力値による補

正）を用いることができる。また、２級水準測量における標尺補正の計算は、水準点間の高低差が７０メ

ートル以上の場合に行うものとし、標尺補正量は、気温２０度における標尺改正数を用いて計算するもの

とする。 

二  変動補正計算は、地盤沈下調査を目的とする水準測量について、基準日を設けて行うものとする。 

三 （略） 

（要 旨） 

第６７条  本章において「計算」とは、新点の標高を求めるため、次に定めるところにより行うものとす

る。 

一 標尺補正量の計算及び正規正標高補正計算（楕円補正）は、１級水準測量及び２級水準測量について行

う。ただし、１級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算（実測の重力値によ

る補正）を用いることができる。また、２級水準測量における標尺補正量の計算は、水準点間の高低差が

７０メートル以上の場合に行うものとし、標尺補正量は、気温２０度における標尺改正数を用いて計算す

るものとする。 

二  変動量補正計算は、地盤沈下調査を目的とする水準測量について、基準日を設けて行うものとする。 

三 （略） 

（点検計算及び再測） 

第６９条 点検計算は、観測終了後に行うものとする。点検計算の結果、許容範囲を超えた場合は、再測を

行う等適切な措置を講ずるものとする。 

一・二 （略） 

（点検計算及び再測） 

第６９条 点検計算は、観測終了後に行うものとする。ただし、許容範囲を超えた場合は、再測を行う等適

切な措置を講ずるものとする。 

一・二 （略） 



２ （略） ２ （略） 

（平均計算） 

第７０条  平均計算は、次により行うものとする。 

一～三 （略） 

２ 平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいと確認されたものを使用するものとする。 

３ （略） 

（平均計算） 

第７０条  平均計算は、次に定めるところにより行うものとする。 

一～三 （略） 

２ 平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいものと確認されたものを使用するものとする。 

３ （略） 

第８節  成果等の整理 第８節  成果等の整理 

（メタデータの作成） 

第７２条 水準点成果のメタデータの作成は、第４５条の規定を準用する。 

（メタデータの作成） 

第７２条 水準点のメタデータの作成は、第４５条の規定を準用する。 

（成果等） 

第７３条  （略） 

一～十一 （略） 

十二 精度管理表 

十三 品質評価表 

  十四～十六 （略） 

（成果等） 

第７３条  （略） 

一～十一 （略） 

十二 品質評価表及び精度管理表 

（新規） 

十三～十五 （略） 

第４章 復旧測量 第４章 復旧測量 

（要 旨） 

第７４条 （略） 

２ 本章において、「旧点」とは復旧前の点を、「新点」とは復旧後の点をいう。 

（要 旨） 

第７４条 （略） 

（新規） 

（基準点の復旧測量） 

第７６条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

一  （略） 

イ 方向角を求めるための水平角観測に使用する既知点は、隣接の同級以上の基準点とする。 

ロ （略） 

二 （略） 

イ （略） 

ロ 移転量の点検として、観測時間を前後半に分けた基線解析を行い、基線ベクトルの較差を点検す

る。全観測時間を用いて算出された移転量と前後半に分けた点検計算の各々の較差の許容範囲は、次

表を標準とする。 

 

４ （略） 

項         目 許容範囲 備    考 

基線ベクトルの較差 

ΔＮ 
ΔＥ 

20mm 
ΔＮ：水平面の南北成分の較差 

ΔＥ：水平面の東西成分の較差 

ΔＵ：水平面からの高さ成分の較差 

ただし、平面直角座標値で比較することができる。 ΔＵ 30mm 

（基準点の復旧測量） 

第７６条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

一  （略） 

イ 方向角を観測するために使用する既知点は、隣接の同級以上の基準点とする。 

ロ （略） 

二 （略） 

イ（略） 

ロ 移転量の点検として、観測時間を前後半に分けた基線解析を行い、基線ベクトルの較差を点検す

る。全観測時間を用いて算出された移転量と前後半に分けた点検計算の各々の較差の許容範囲は、次

表を標準とする。 

 

４ （略） 

項         目 許容範囲 備    考 

基線ベクトルの較差 

ΔＮ 
ΔＥ 

20mm 
ΔＮ：水平面の南北方向の較差 

ΔＥ：水平面の東西方向の較差 

ΔＵ：水平面からの高さ方向の較差 

ただし、平面直角座標値で比較することができる。 ΔＵ 30mm 



 


